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□特集論考□

1 本稿の課題

「人口減少・成熟社会」や「農村のエコロジカルなマ

ネジメント」を農村計画の実践的な課題として捉えた場

合,例えば鳥獣害のように,個別の問題が浮上し,ま た

その解決手法の開発が求められる。おそらく本特集の他

の論考でもそれらが具体的に取り上げられるだろう。

しかし,そ うした個別の実践的な問題解決が極めて重

要である一方で,そ もそも「人口減少・成熟社会」にお

ける「農村のエコロジカルなマネジメント」がなぜ課題

となるのか,その背景を問う必要もあるのではないだろ

うか。それがないままでは,「人口減少・成熟社会」に

おける「農村のエコロジカルなマネジメント」に際して

農村計画が何を本質的な問題とするかが定まらず,た ま

たまその時点で噴出した現象に際限なく個別の「解決」

を行う「もぐらたたき」Dに なりかねない。

もとより農村計画は社会と生態系の双方のダイナミズ

ムのなかで行わざるを得ないというごく単純な事実カミ存

在する。だからこそ,その構造を前提として「人口減少・

成熟社会」における「農村のエコロジカルなマネジメン

ト」を問う必要がある。少し内容を先取りすれば,そ こ

に農村計画における (環境)倫理的な問いがある。

そこで本稿は,社会と生態系の双方のダイナミズムに

起因する課題について整理し,「アザメの瀬」の自然再

生事業を事例に「人口減少・成熟社会」における「農村

のエコロジカルなマネジメント」に関して,ある一つの

環境の倫理 (人倫の理)の提示を行いたい。ここでの問

いは農村計画の原点にも関わる課題であり,こ の小論で

唯一解を求められるわけではない。したがって,本稿は

その議論を発展させるための入日として位置づけたい。

2 社会のダイナミズムと農村計画

まず,「人口減少・成熟社会」という現象そのものが
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社会のダイナミズムを現している。もちろんこれは単に

人口が減るということだけを意味しない。おそらく近代

以降の日本では,制度や経済,コ ミュニテイ,思想まで

もが人口が減少するトレンドの中では育まれていない。

その意味で「人口減少・成熟社会Jは これまでの制度

や経済,コ ミュニテイや思想の前提条件を書きかえるよ

うな大きな変化と言える。もちろん,農村においては

1960年代から人口の社会減による「過疎」力S表面化し,

政策的にも取り上げられている
"。

しかし,「人口減少

成熟社会」は少子化が進行していること,生態系のアン

ダーユースが進行していること,そ して,場所によって

はその土地に暮らし続けるアイデンティティ自体をも問

われていることなどの点で 1960年代とは質的に異なる

と言えるつ。当然,そ こで妥当とされる政策や農村計画

はかつてとは異なるはずである。

ダイナミックに社会が変化するということは,ある時

点で設計された計画や手法も,その前提となる社会的な

状況が変化してしまえば異なる評価を受けることを意味

する。社会的な変化の中で歴史的に明治以降の農村計画

が「所得計画重視」から「居住環境計画重視」へと課題

をシフトさせてきた。のはその結果だろう。

したがって,社会がダイナミックに変化することを前

提にすれば,ある具体的な農村計画の評価は, どのよう

な時代のタイムスバンと空間的範囲で考えるのか,ま た,

経済や文化,政治など社会のどういう次元を想定するか

という「線引き」によって異なる。

例えば「人口減少・成熟社会」における各現象も,こ

れまでの人口増加のトレンドを前提とした特定のタイム

スバンや空間,そ して社会の理解や思想を前提にするか

らこそ解決すべき農村計画における「問題」として認識

できる。それが数百年単位の長期的視野や地球規模の視

野など別の視点に立つときどこまで妥当なのか,何を具

体的な課題として考えるべきかは自明でない。つまり,
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社会に対する「線引き」は決して農村計画の制度論や手

法から自動的に導き出されるわけではない。ここに社会

のダイナミズムを前提とした農村計画の難しさがある。

3 生態系のダイナミズムと農村計画

一方,現代の生態学では,生態系は巨大な有機体では

なく,ダイナミックで不均質な複雑系と認識されてい

る。この生態学における生態系観の変化は,人為を排し

た原生自然を至高とする自然保護から,人為的な攪乱を

合めた生態系のダイナミズムを捉える「生物多様性の保

全」にエコロジカルな重点がシフトすることと適合的だ

った注J。 つまり「農村のエコロジカルなマネジメント」

や「生物多様性の保全」という発想自体が, ダイナミッ

クな生態系観に基礎づけられていると言える。

しかし, ダイナミックな生態系では現場において具体

的に何を「まもるJのか自明ではない。例えば生物多様

性は遺伝子や個体群,種,景観などさまざまなly・念的レ

ベルの多様性の総体とされ,単に「種数Jな どに還元さ

れない°。(有機体のように)予定調和的な静的平衡点

がなく,ダイナミックに変動し続ける生態系においては,

どの概念的レベルをどの空間的スケールで, どういうタ

イムスパンで考えるのかによって,同 じ生態系であって

もエコロジカルな評価は異なるm。 これは先に論じた社

会のダイナミズムに起因する困難と基本的に同じ構造で

ある。あらかじめ空間的スケールやタイムスパン,そ し

て生物多様性のlII念的なレベルを「線引き」しなければ,

エコロジカルな評価が行えないのである。

さらに「農村のエコロジカルなマネジメント」では,

農村の生態系が多種多様な人間活動のあくまで結果とし

て生じたものだという点は見逃せない。実際に農村の生

態系は,地理的な条件に加えて,人間活動やその歴史的

経緯の多様性に応じて多様かつ固有の様相を見せてい

る注
"。 もちろん,エ コロジカルな評価の「線引き」の

主体は人間であり,単に生態学的な知見のみでは導かれ

ない。そのため農村計画は,社会のダイナミズムを出発

点として生態系のダイナミズムを考えるという順序をと

らないと,そ もそも農村における社会と生態系のダイナ

ミックな複合システムを十全に把握できないだろう。

例えば「人口減少・成熟社会」における生態系のアン

ダーユースを何の問題と把握するかは自明ではない。人

間活動におけるある種の「合理l■」|こ もとづいて利用し

なくなった生態系の機能があるからと言って,それを直

ちに社会における善悪に結び付けられるほど私たちの社

会の価値観は単純ではないからだい
"。

4 農村計画の (環境)倫理的な問い

以上からまず確認しておきたいのは,社会に対しても

生態系に対しても, どんなタイムスパンと空間的範囲を

考え, どういう社会的次元や生態学的なレベルを想定す

るかという「線引き」によって具体的な行為 (農村計画)

の評価やゴールが異なるという点である。ゴールが見え

なければ, もともと農村計画は行えないし,その結果を

評価できない。したがって,農村計画を行うためには
,

社会や生態系に対してある特定のタイムスパンと空間的

範囲,社会的次元や生態学的なレベルを想定するための

「線引き」が必要になるのである。

次に,その「線引きJは制度論や手法の開発,あ るい

は生態学的な知見 (事実関係)から自明のものとして導

き出されるわけではなく,む しろ社会に対しても生態系

に対しても人間の思想 (価値判断)に よって可能になる

という点である。しかも,それは社会に対してどのよう

な価値判断を行うのかによって生態系への態度が基本的

に決定される。

ここで問題にすべきは,農村計画においてある特定の

思想 (価値判断)に よる「線引き」が行われること自体

ではない。むしろ,その「線引きJにかかわる人FF5の 思

想がいかなる根拠,すなわち倫理 (人倫の理)に基づく

のかが問題なのである。

ここに社会と生態系のダイナミズムを前提とした農村

計画における (環境)倫理的な問いが浮上する。もちろ

ん,あ る時点でどんな倫理が解となるかは論争的だろう。

しかし,その解を求めるため, まずは農村計画をめぐる

思想を浮上させ,それがどんな倫理にもとづくのかを検

証する事が必要である。これは,「人口減少・成熟社会」

における「農村のエコロジカルなマネジメント」特有の

問題というよりも, もともと農村計画が手んでいた (環

境)倫理的な課題が,「 人口減少・成熟社会」という大き

な社会変化において表面化していると考えるべきだろう。

5 農村の自然再生としての「アザメの瀬」

それでは,農村計画における環境倫理はどのように見

出されるのか。その一例を農村における自然再生の具体

的な事例から考えてみたい。自然再生という取り組みは,

すでに存在するものを「まもる」だけでなく,現在は存

在しないものを実現させようとする取り組みである。だ

からこそ,私たちが未来の自然との関係をどう構想し,

それをどんな倫理に基づいて行うのかが如実に問われて

しまう励。そのため,農村で行う自然再生は,農村計画

の環境倫理を考えるうえで格好の事例と言える。

ここで取り上げるのは,佐賀県唐津市相知町,松浦

農村計画学会誌 Vo1 34,No 3.21115年 12月



図1 アザメの瀬周辺図 (国土地理院地形図を修正)

川流域にある「アザメの瀬」の自然再生事業である注つ。

この事業は自然再生推進法にはもとづかないものの,

2001年から「検討会」という公論形成の場が設置され,

地域社会の自発的な参加によって進められた例として知

られる 1の 。

もともと「アザメの瀬」は松浦川中流の河畔にある佐

里地区の面積 6 haの 水田だつた。しかし,松浦川流域

の一連の河川改修により「アザメの瀬」が河川区域とし

て全面買収されることになり,その「跡地利用」として

自然再生事業が後から提案された事が発端である。当初,

ゲートボール場などを想定していた住民たちは困惑しつ

つも,2週間～1か月に1回 のベースで開催された検討

会のなかで「なぜ自然再生を行うのか」という問いを考

え,住民なりの答えを見出していく。

実は,「 アザメの瀬」がまさに農村の一部であつたこ

とが結果的に住民参加を必要としたことは特筆してお

きたい。「アザメの瀬」は,少なくとも十年前から水田

だった形跡のある土地だったため,「音の姿を復元する」

という発想では具体的な事業の計画をすることが不可能

であり, また,象徴となるような希少生物にも乏しかっ

た。したがって,自然科学的には地形的な観点から水田

がなければ氾濫湿原があるだろうという一般的な推測し

か成立せず,具体的な目標は住民との対話からしか構築

できなかつた。そのため,検討会ではまずは住民の話を

聞き,土地の記憶を掘り起こすことから始まった。

このプロセスによる住民なりの「なぜ自然再生を行う

のか」という答えを象徴するのが自然再生事業によって

新規に設置された「棚田」の存在である。水田を潰した

表 1「アザメの瀬」関連年表

a,7*,'/1"

後に水田を造る点でも不思議に見えるが, もともと「棚

田」は「アザメの瀬」にあったものではなく,過去の復

元と言う観点からも異質な存在である。しかし, これが

アザメの瀬の活動の中核を担う施設となった。

「棚田」の原型となる「音の水田」の構想は,「棚田」

が具体的に計画される前のかなり早い段階で出ており

(表 1),この段階では先祖伝来の水田の履歴を残すモニ

ュメントとしての意義が主だった。しかし,少子化によ

る地元小学校の閉校が一つの契機になる。その直後から

コミュニテイを基盤として結成した「アザメの会」の主

催で,松浦川の「川遊び」や,ため池の干し上げである

「堤返し」企画など,子ども向けの行事をアザメの瀬と

その周辺において開催するようになった。この時,小学

校という子どもを含むコミュニテイの中核を失った佐里

地区は,「アザメの瀬」にその機能を一部代替させるよ

うになったと言えるだろう。また,こ のころになると,「ア

ザメの瀬」で出水時の魚の産卵が見られるなど,生態系

における「成果Jも現れ出している。

「棚田」の計画決定は,こ れらの一連の取り組みが定

着した後で行われ,その直後に小学校での学習の活用に

ついての申し入れが行われた。このことからも,こ の段

階の「棚田」は初期の「昔の水田」とは異なり,単なる

記憶のモニュメントではなく,子どもを対象としたコミ

ュニティの中核施設としての役割を期待されていた。ま

た,「棚田」の小学校の学習は,単に水田の観察や栽培の

体験だけでなく「音はこうして仕事をしていた」という

社会的な観点も伴っている。だからこそ,水田の跡地に

その場所にはなかった「棚田」をつくることが正統化さ

れ得たのである。自然再生事業に対する住民なりの意味

づけが「棚田」という形で表現されたとも言えるだろう。

それは,河川改修や自然再生事業の提案,少子化,あ

るいは自然再生事業による生き物の変化という社会と生

態系のダイナミズムに対応し,順応的に住民が自然再生

事業を日常に位置づけたプロセスでもあると言えるだろ
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う。それが佐里地区というコミュニテイの変化としても

捉えられることは,マクロレベルだけでなく,社会のダ

イナミズムが多様なレベルで多層的に発生していること

も示している。

6「アザメの瀬」から見出される思想と倫理

「アザメの瀬Jにおける住民の取り組みは,子どもを

対象としてその土地で行われてきた生業の姿や,ため池

を千し上げて魚を取る行事,川 と共に育ってきた時代の

子どもの遊びの再現などに集中している。これらは,過

去にはありふれていても,今や少なくなったことを題材

にしている。それらの活動はなぜ,小学校の閉校以降に

盛んになったのか。それは,「未来 (子 ども)に対して,

なるべく多くのことを残すのが望ましいJと いう思想が

自然再生事業のプロセスや小学校の開校の紆余曲折を経

て住民に顕在化したからではないだろうか。その思想を

実現する場として「アザメの瀬」は位置づけられ,それ

が「なぜ自然再生を行うのかJと いう問いの住民なりの

答えとなっている。

しかし, ここで住民たちが「未来に残したいJと して

いるのは,単なる「過去の記録」や水田などの特定の建

造物といつた「もの」そのものではない。なぜなら,「棚田J

をはじめとした施設だけでなく,行事や遊びは過去の復

元ではなく,現代的にカスタマイズされている。むしろ,

社会が変わって過去の「もの」が復元できなくても,結

果的にその時代においてその土地の自然とかかわり,豊

かな恵みを享受する「ことJmや ,それを善きものとす

る価値を残そうとしているのではないだろうか。重要な

のは「ものJ自体よりも,恵みを享受可能にする自然と

の関係性を維持するという「こと」なのだろう。だから

こそ,過去の復元ではなく現代的な経験を通じてでも,

伝統的に育まれた自然の恵みを享受するための媒介.す

なわち身体的なスキルや技術,文化.価値などを伝える

ことが重視されているのである。

そうした思想を下支えしているのは,未来において,

どんなかたちで社会や生態系が変化しても,その土地の

自然との関係性の中で人間は生き続けざるを得ないだろ

う, という未来の人間や社会の再生産に関する住民の基

本的な認識があるのではないだろうか。昼と夜,四季,

人生のサイクルなどの自然を基盤とした多層的な時間の

周回のなかで確認される人間の「永遠Jlの についての理

解と言ってもよいだろう。ここでいう「社会の再生産」は,

単に入日の再生産を意味するのではなく,多層的な社会

の変化の中で,土地の自然から豊かな恵みを享受し続け

ることを含んでいる。そのため, 自然の恵みを受けるの

に必要な,コ ミュニテイが伝統的に保持してきた技術や

技腋 丈花,価値などを残し,伝えることが重要になる。

また,生態系自体や施設だけでなく,それら自然の恵み

を媒介し得るものをなるべく多く残すことが,どんな未

来になつても,現在の世代に実施可能な,「社会の再生産」

のための潜在性を確保しておく手段になり得るのではな

いだろうか。

そうした自然の恵みを享受し続ける「社会の再生産J

の理 (こ とわり)と ,それに基づく「未来に多くを残す」

という思想に対して, どんな具体的な手立てを用意でき

るのか。「アザメの瀬」の経験からは「人口減少・成熟

社会Jの「農村のエゴロジカルなマネジメントJにおけ

る農村計画の実践的な課題はそう位置づけられるように

思われる。

注

注 1)ダイナミックな生態系観と自然保護の関係については拙

著で詳しい整理を行っているい。

注 2)科学史家の瀬戸口明久は「はげ山」のように持続可能か

判断しにくい事例 を含めて本来人間社会に根差 して多種多

様に存在していたはずの「里山」力S,一面的に描かれ無自

覚に固定されたイメージで政策化されることで,む しろ人

間社会との乖離を生むという逆説を指摘しているい。

注 3)ア ザメの瀬の自然再生事業の詳 しい経過は拙著を参

照
5)。
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